
年度　授業計画（シラバス）

15 (1) 時間(単位)

後期

《授業科目における学習内容》

《成績評価の方法と基準》

《使用教材（教科書）及び参考図書》

《授業外における学習方法》

《履修に当たっての留意点》

配付プリント

前回授業内容に係る確認問題
を課すことがあるので、復習を
しておくこと。
事前に配付するプリントに目を
通しておき、どのような事柄を
習得するするのかイメージして
授業に臨む。

医療と法規
医療ならびに福祉関連法規の分類と変遷
医療法と、その改正

授業の
方法

第
1
回

講
義
形
式

講
義
形
式

授業を
通じての
到達目標

医療専門職に関係する法規の趣旨を理解し、医療専門職として
の責任の重大性を認識する。

各コマに
おける

授業予定

医療専門職関係法規（医師法、言語聴覚士法、保健師助産師
看護師法 等)

講
義
形
式

授業を
通じての
到達目標

医療保険と介護保険に関係する法規の趣旨と内容を理解し、両
保険制度の優れた点や問題点などを指摘することが出来る。

各コマに
おける

授業予定
医療保険/介護保険関係法規

中野　千秋 実務経験と
その関連資格

科  目  名

言語聴覚士学科昼夜間部

医療関連法規

科　目　区　分

市販のテキストは使用せず、要点をまとめたプリントを配付する。参考図書については、授業中に適宜紹介する。

法規範の概念ならびに、その理念や成立背景を理解することにより、医療機関及び医療専門職者のあり方を学ぶことを目標と
する。それにより、医療サービスを提供する医療専門職者の役割は何か、また医療提供のあり方などについて、関係・関連する
制度の面から考えることができる効果が期待できる。

学期及び曜時限

学        科

対 象 学 年

必修/選択の別

4016,7限他1年生 教室名

医療従事者にとっては、日々の業務を行なっていく現場で、その知識の必要性を痛感することが多々あるのが、この関連法規
である。医療人として、どんなことが法律で定められ、期待されているのか、大いなる関心を持って取り組んでもらいたい。

担 当 教 員

使用教材

配付プリント

授業以外での準備学習
の具体的な内容

事前に配付するプリント
に目を通しておき、どの
ような事柄を習得するす
るのかイメージして講義
に臨む。

第
5
回

第
2
回

配付プリント

前回授業内容に係る確認問題
を課すことがあるので、復習を
しておくこと。
事前に配付するプリントに目を
通しておき、どのような事柄を
習得するするのかイメージして
授業に臨む。

第
3
回

配付プリント

前回授業内容に係る確認問題
を課すことがあるので、復習を
しておくこと。
事前に配付するプリントに目を
通しておき、どのような事柄を
習得するするのかイメージして
授業に臨む。

内　　　容

現代日本の医療の現状を、関連する法規面から概観することに
より、その特徴や問題点等を理解する。

授業を
通じての
到達目標

各コマに
おける

授業予定

配付プリント

前回授業内容に係る確認問題
を課すことがあるので、復習を
しておくこと。
事前に配付するプリントに目を
通しておき、どのような事柄を
習得するするのかイメージして
授業に臨む。

講
義
形
式

授業を
通じての
到達目標

医療保険と介護保険以外の社会保険に関係する法規の趣旨と内容を
理解し、両保険制度の優れた点や問題点等を指摘することが出来る。

2025

専門基礎分野 授業の方法 講義

授業時数(単位数)必修

医療・保健・福祉関連の法規の改正などに関する報道を新聞やインターネット等で目にした時、それがどういう意味を持ってい
るのか、自身で考えながら接するようにしてみること。板書書きをしたプリントの記載事項の見直し/復習をしておくこと。

学期末試験（100％）

第
4
回 各コマに

おける
授業予定

社会保険関係法規

講
義
形
式

授業を
通じての
到達目標

高齢者福祉に関係する法規の趣旨と内容を理解し、社会福祉
制度の優れた点や問題点などを指摘することが出来る。

各コマに
おける

授業予定
高齢者福祉関係法規



授業を
通じての
到達目標

各コマに
おける

授業予定

各コマに
おける

授業予定

授業を
通じての
到達目標

各コマに
おける

授業予定

授業を
通じての
到達目標

各コマに
おける

授業予定

授業の
方法 内　　　容

講
義
形
式

授業を
通じての
到達目標

障害者福祉に関係する法規の趣旨と内容を理解し、社会福祉
制度の優れた点や問題点などを指摘することが出来る。

各コマに
おける

授業予定
障害者福祉関係法規①

第
15
回

講
義
形
式

授業を
通じての
到達目標

障害者福祉に関係する法規の趣旨と内容を理解し、社会福祉
制度の優れた点や問題点などを指摘することが出来る。

各コマに
おける

授業予定

配付プリント

使用教材
授業以外での準備学習

の具体的な内容

第
6
回

第
7
回

配付プリント

前回授業内容に係る確認問題
を課すことがあるので、復習を
しておくこと。
事前に配付するプリントに目を
通しておき、どのような事柄を
習得するするのかイメージして
授業に臨む。

障害者福祉関係法規②

前回授業内容に係る確認問題
を課すことがあるので、復習を
しておくこと。
事前に配付するプリントに目を
通しておき、どのような事柄を
習得するするのかイメージして
授業に臨む。

第
8
回

配付プリント

前回授業内容に係る確認問題
を課すことがあるので、復習を
しておくこと。
事前に配付するプリントに目を
通しておき、どのような事柄を
習得するするのかイメージして
授業に臨む。

第
9
回

講
義
形
式

授業を
通じての
到達目標

児童を取り巻く法規の趣旨と内容を理解した上で、現状と今後の
問題点を指摘することができる。

各コマに
おける

授業予定

児童福祉関係法規
教育関係法規

授業を
通じての
到達目標

各コマに
おける

授業予定

第
10
回

第
11
回

授業を
通じての
到達目標

各コマに
おける

授業予定

授業を
通じての
到達目標

各コマに
おける

授業予定

第
14
回

第
12
回

第
13
回

授業を
通じての
到達目標


